
クライムストッパーズ制度に基づく事案処理の流れ 
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＜クライムストッパーズへ通報する理由＞

■何らかの理由で警察へ通報できない場合　
　・報復への恐怖心
　・法廷での証言を望まない　等
■緊急性がないと通報者が判断した場合

＜考えられる通報者＞
　・事件の目撃者
　・犯罪組織の内部者
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通報情報は令状請求の根拠にはならない

　・通報者は法廷で証言する義務はない
　・通報情報は法廷において証拠能力を持たない
　・クライムストッパーズは検察から通報情報の開示を

要求されても、それを拒否することが出来る
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クライムストッパーズから通報者へ報奨金の支払い

　　　　　　　　　
クライムストッパーズへは
連絡なし

■通報者がクライムストッパーズへ報奨金の支払いについて問い合わせ
　　・クライムストッパーズが通報者へ報奨金受け取り専用コード番号を支給

（通報時に支給されたコード番号とは異なる）
　　・受け取り先の金融機関、受け取り期間、方法等の指示
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メディアによる事件の報道
　クライムストッパーズへの情報提供の呼びかけ

原則として
クライムストッパーズでは
情報の取捨選択は行わ
ない

■コード番号の用途
　・通報者が事案の進捗状況について

問い合わせる際の個人の特定
　・クライムストッパーズによる

通報情報の管理
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この間、通報者からクライムストッパーズへの問い合わせは常時可能。
通報者は、提供した情報の取扱状況を照会、あるいは報奨金の受け取りコードの支給を受ける為に、自ら問い合わせを行わなければならない。

支払い対象外

報奨金の支払いについては
ケースバイケース

 


